
平成１５年５月９日

社団法人 金融先物取引業協会

会員に対する処分及び勧告について

本協会は、本日、本協会の会員であるエーシーイー・インターナショナル株式会社に

対し、下記のとおり定款第１９条第１項に基づく処分及び同第１６条に基づく勧告を行い

ました。

記

１．処分内容及びその理由等

(1) 処分内容

譴 責

(2) 処分の対象となる行為

本協会の監査に基づく指導に対し、業務の改善方針を提出しているが、その後も

従業員等に対する指導、監督が不十分であったことから、当該方針を逸脱した勧誘、

受託がなされていた。

(3) 処分理由

同社の行為は、定款第１６条、金融先物取引業務に従事する従業員等の服務に関

する規則第３条、同第４条、金融先物取引業務取扱規則第４条、同７条、同第１９

条、同第２４条及び金融先物取引業の内部管理責任者等に関する規則第３条に違反

し、定款第１９条第１項第３号の規定に該当すると認められること。

２．勧告内容

定款第１６条に基づき、法令、諸規則の遵守及び内部管理体制の充実、強化の徹底

を勧告

以 上


